
管 理 人 選 定 (変 更)届

糸満市長  殿

年  月  日

所有者 住 所
氏 名
TEL

Fロ

次のとお り糸満市水道事業給水条例第 13条 により管理人を選定 (変更)したのでお届けしま

す。

共同住宅所在地

フ リ ガ ナ

共 同 住 宅 名

管 理 人 住 所

フ リ ガ ナ

管 理 人 氏 名

T     E     L

条  件  
｀
承  諾  書

貴部が直結給水又は受水槽以下装置の各戸検針集金等を行 うことについて、下記の条件を

承諾します。

記
｀

1 直結給水又は受水槽以下装置の工事は、市長の指示に従い施工すること。
2 直結給水又は受水槽以下の水質及び修理その他維持管理について迷惑をかけないこと。
3 次に掲げる業務を行 うこと。
(1)未納料金を納入すること。
(2)管理人の選定を行い届出ること。
(3)居住者に変動が生じたとき (「開栓届 。閉栓届」)イこより届出ること。
4 直結給水又は受水槽以下装置の増設、改造、撤去工事をしようとするときは、事前に届出
ること。

5 この条件承諾書の内容について、居住者に周知徹底せしめること。

年  月  日

量水器設置場所

アパー ト名称

申請 人 住 所

氏名            印

TEL


